
適用料金

利用日

申請日

スタート

～3/31

～5/31

現行料金

6/1～

新料金

4/1～

条例では「申請時の料金が適用される」となっているため、
申請日ベースで適用料金が自動表示されるよう

生涯学習課にてシステム設定の変更が行われますが、
3月31日までに受け付けた6月以降の優先予約のみ

請求書上の金額と実際の請求額に差額が発生いたします。

6月優先予約分については、
支払開始日が4月18日以降と
なっているため、申請日が
3月31日までであっても
新料金が適用されます。

4月1日以降に調理室を
「調理利用」される方は

4月1日以降に
申請された方がお得です。
720円⇒500円に値下げされます
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